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　令和3年度神奈川県一般会計の補正予算（第18号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ367億7,000万9千円を追加し、歳入歳出

  予算の総額を歳入歳出それぞれ2兆7,517億73万2千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条　地方債の変更は、「第2表　地方債変更」による。
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

8 国 庫 支 出 金 873,270,763 36,117,600 909,388,363

2 国 庫 補 助 金 810,762,372 36,117,600 846,879,972

14 県 債 295,345,798 652,409 295,998,207

1 県 債 295,345,798 652,409 295,998,207

歳 入 合 計 2,714,930,723 36,770,009 2,751,700,732

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 350,959,612 412,000 351,371,612

1 政 策 費 8,551,957 412,000 8,963,957

8 商 工 費 499,306,472 36,358,009 535,664,481

1 商 工 総 務 費 473,110,776 36,358,009 509,468,785

歳 出 合 計 2,714,930,723 36,770,009 2,751,700,732
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 (教育債)
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その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

借入時期
　令和 3 年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

218,046,207

　第 2 表　地方債変更

起債の目的

217,393,798

償還の方法

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

臨 時 財 政
対 策 債

借入時期
　令和 3 年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

利率 限 度 額

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

限 度 額

補　 　正　 　前

起債の方法

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

補　 　正　 　後

起債の方法 利率

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

償還の方法

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては､
当該
見直
し後
の利
率と
する｡

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもっ
　て一時本

千円 千円
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起債の目的
補　 　正　 　前

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 償還の方法

補　 　正　 　後

起債の方法 利率

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

合　 　計 295,345,798 295,998,207

千円 千円




